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令和 8年度 第 6回役員会議事要旨 

 

日 時  令和 8年 5月 26日（火）14時 28分～15時 23分 

場 所  大会議室 

出席者  松田学長、佐藤理事、桃野理事、増田理事 

欠席者  なし  

出席オブザーバー  𠮷𠮷田事務局長・副学長、川村副学長、花島副学長、市村副学長、相田監事、 

谷口監事（Teams 出席） 

欠席オブザーバー  関根副学長 

 

 前回までの役員会の議事要旨及び発言内容記録については、議事要旨及び発言内容記録として

確認された。 

 

－ 議題 － 

 

1 令和 9年度施設整備費等概算要求について 

佐藤理事から、資料 1に基づき令和 9年度施設整備費等概算要求について提案があり、審

議の結果、原案のとおり了承された。 

 

 

－ 協議事項 － 

 

1 国立大学法人評価（4年目終了時）に係る達成状況報告書について 

佐藤理事から、資料 2に基づき国立大学法人評価（4年目終了時）に係る達成状況報告書

について提案があり、協議の結果、原案のとおり教育研究評議会に付議することとされた。 

 

（主な協議内容） 

達成状況報告書を大学改革支援・学位授与機構に提出する。 

 

 

 

 

 

 

資料 1-1 令和 9 年度施設整備費等概算要求について 

資料 1-2 第 4 期中期計画期間中の整備計画（案） 

審議経過（参考） 

1. 令和 8 年 5 月 12 日 役員会（協議事項） 

2. 令和 8 年 5 月 13 日 経営協議会（臨時・文書協議）（議題） 

3. 令和 8 年 5 月 26 日 役員会（議題） 

資料 2-1 国立大学法人評価（4 年目終了時）に係る達成状況報告書について 

資料 2-2 第 4 期中期目標の達成状況報告書（案） 
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2 学生の金銭債務に係る保証契約の廃止及び学則の改正について 

桃野理事から、資料 3 に基づき学生の金銭債務に係る保証契約の廃止及び学則の改正に

ついて提案があり、協議の結果、原案のとおり教授会に付議することとされた。 

 

（主な協議内容） 

令和 9年度入学者から保証書を廃止し、保証契約は行わない。また、金銭債務以外の「学

生の身上に係る保証契約」については、身元保証人と学生連署の誓約書を提出させること

で対応する。これらの変更に伴い、室蘭工業大学学則の一部を改正する。 

 

3 室蘭工業大学大学院工学研究科規則の一部改正について（追加） 

桃野理事から、資料 4 に基づき室蘭工業大学大学院工学研究科規則の一部改正について

提案があり、協議の結果、原案のとおり大学院工学研究科委員会に付議することとされた。 

 

（主な協議内容） 

大学院博士前期課程において、半導体工学教育プログラムを新設するため、大学院工学

研究科規則の一部を改正する。 

 

  以上 

資料 3-1 学生の金銭債務に係る保証契約の廃止及び学則の改正について 

資料 3-2 金銭債務に係る保証契約の廃止にかかる検討 

資料 3-3 国⽴⼤学への⼊学時における保証⼈契約の適正化について（文科省通知） 

資料 3-4 室蘭工業大学学則の一部を改正する学則（案）（新旧対照表） 

資料 4-1 室蘭工業大学大学院工学研究科規則の一部改正について 

資料 4-2 室蘭工業大学大学院工学研究科規則の一部を改正する規則（案）（新旧対照表） 

資料 4-3 室蘭⼯業⼤学における半導体関連科⽬（ポンチ絵） 


